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事業内容

１　出資等の状況（H21.4.1現在） （単位：千円,位）

1,238,550

出資（出捐）額
出資（出捐）
割合

出資（出捐）
順位

備考

602,900 48.7% 1

202,350 16.3% 2

185,150 14.9% 3

108,600 8.8% 4

76,950 6.2% 5

41,750 3.4% 6

7,700 0.6% 7

5,650 0.5% 8

3,900 0.3% 9

3,600 0.3% 10

２　社員（会員）の状況(社団法人のみ）（H21.4.1現在）

社員数

県

市町村

国又は政府系機関

民間法人

その他

千葉県による公社等外郭団体に関する情報公開

漁連ほか２者

社員総数

区　　　　　　分

内
訳

地方公共
団体

加工業者（個人、８）

０４３－２２３－３０７４

生産組合（３）

主な者

資本金（又は出捐金）

理事長　菰岡　悟

０４３－２４１－５５１０

昭和28年6月6日

なし

千葉市中央区千葉港４－３

中小漁業融資保証法に基づき、融資機関が行う中小漁
業者等に対する貸付について、その債務を保証する。

千葉県

漁協（３６）

出資（出捐）者

信漁連

漁業者（法人、２０）

加工業者（法人、５）

市町村（１８）

漁業者（個人、１３７）

団体名 千葉県漁業信用基金協会 県所管課 農林水産部団体指導課



３　財務状況　

(１)貸借対照表から
（単位：千円）

項　　　目 １８年度 １９年度 ２０年度

総資産 8,698,352 7,441,668 4,446,080

負　債 7,540,586 6,260,233 3,217,101

(うち有利子負債） (686,300) (679,000) (684,800)

純資産 1,157,766 1,181,435 1,228,979

累 積 損 益（利益剰余金） △ 136,565 △ 112,296 △ 25,421

（２）損益計算書 （単位：千円）

項　　　目 １８年度 １９年度 ２０年度

総 収 入　　（＝売上高＋営業外収益＋特別利益） 625,161 567,254 58,670

経 常 損 益 300 △ 580 48,300

当 期 損 益 6,613 24,041 50,785

減価償却前当期損益　　　　 6,613 24,167 50,845

４　年度末借入金残高等の状況 （単位：千円）

　　　項　　　目 １８年度 １９年度 ２０年度

借 入 金 残 高　　　　　     686,300 679,000 684,800

うち県からの借入金残高

うち県以外からの借入金残高 686,300 679,000 684,800

〈貸借対照表〉　純資産⇒正味財産合計

　　　　　　　　　　利益剰余金⇒一般正味財産

〈損益計算書〉　損益計算書⇒正味財産増減計算書

　　　　　　　　　　総収入（＝売上高＋営業外収益＋特別利益）⇒総収入（＝経常収益＋経常外収益

　　　　　　　　　　＋当期指定正味財産増加額）

　　　経常損益⇒当期経常増減額

　　　当期損益⇒当期一般正味財産増減額

うち県の債務保証又は損失補
償の対象となる借入金残高

※一般社団・財団法人及び公益社団・財団法人（特例法人（従来の公益法人）含む。）については、
次のとおり公益法人会計基準に読み替える。



５　県の財政支出の状況

（１）委託料・補助金等 （単位：千円）

項　　目 目的、内容、算出根拠等 １８年度 １９年度 ２０年度

委　託　料   　　

補助金･交付金・
負担金

中小漁業融資保証料補助事業：中小漁業者の漁業
経営に必要な資金の融通を円滑化するために保証
料の１／３を補助した（新規は１４年度まで、１５年度
以降は過年度保証分のみ）。根拠：中小漁業融資保
証料補助事業補助金交付要綱

1,250 686 235

補助金・交付県・
負担金

中小漁業融資保証制度安定対策事業：漁業経営資
金等の融通の円滑化、保証業務の促進及び協会の
経営安定を図るため、代位弁済（協会負担分）の１
／２及び運営経費の一部を補助した（代弁は１８年
度まで）。根拠：中小漁業融資保証制度安定対策事
業費補助金交付要綱

10,777 7,770 7,200

補助金・交付県・
負担金

漁業信用基金協会保証基盤改善促進事業：認定漁
協が事業改革資金の融資を受ける際、漁協に利子
補給するとともに、債務保証を引き受ける漁業信用
基金協会の財務基盤を強化するため助成金を交付
する。根拠：千葉県漁業信用基金協会保証基盤改
善促進事業補助金交付要綱

- -

合　　　計 12,027 8,456 7,435

（２）その他

利子補給
税の減免額
出資金
貸付金
上記以外のもの

合　　　計

６　役職員の状況（各年度７月１日現在）

（１）役職員数 （単位：人）

１９年度 ２０年度 ２１年度

常勤役員数   1 1 1

うち県退職者 1 1 1

うち県派遣職員

常勤職員数  2 2 2

うち県退職者

うち県派遣職員

（２）役職員の平均年収等の状況

１９年度 ２０年度 ２１年度

役員数（県派遣又は県ＯＢ） 　　　  1人（1人） 　　　1人（1人） 　　　1人（1人）

役員平均年齢   　　　　　＊歳   　　　　＊歳   　　　　　＊歳

平均年収(千円） ＊千円 ＊千円 ＊千円

職員数（県派遣又は県ＯＢ） 　　　 2人（0人） 　　　2人（0人） 　　　　2人（0人）

職員平均年齢   　　　　50歳   　　　　　51歳   　　　　　52歳

平均年収(千円） 5,420千円 5,721千円 5,733千円

　①　対象は常勤の役職員です。（嘱託職員、日々雇用職員は除く。)
　②　役職員数は実人員を記入してください。
　③　平均年収は、役員報酬や給料等総人件費を実人員で除して算出してください。

※実人員の考え方
　・4月に役員が4人いて、年度途中で2人交替し、年度末に4人であった場合の実人員は4人
　・4月に役員が5人いて、10月から1人減り、年度末に4人であった場合の実人員は4.5人

項　　　目

項　　　目



７　見直し方針の取組状況

見直し方針

見直し
の概要

取組状況

その他（特
記事項等）

＊平成１８年１０月に千葉県行政改革推進本部で決定した見直し方針とその取組状況を記載してください（２７団体）。
＊２７団体以外の団体については、平成１４年に決定した方針とその取組状況を記載してください。

経営改善

（必要性）
中小漁業融資保証法に基づき中小漁業者の資金調達の円滑化のために設立された
ため、同法に規定された事業を行う必要がある。
（見直し）
役員の減少

・役員報酬の削減、職員給与の抑制等経費の節減を図った。
・理事定数を１３名から９名に削減し、報酬、旅費などの節減を図った。報酬について
は一部の理事に辞退願い、報酬を支払うのは５名とした。


